
27健 対 第 732号

平成 27年 6月 3日

指定医療機関の長 様

愛知県健康福祉部保健医療局長

(公 印 省 略 )

指定難病に係る特定医療費助成制度の事務取扱いについて (依頼)

平成 27年 1月 1日か ら難病の患者に対する医療等に関する法律 (平成 26年法律第

50号)に基づく医療費助成制度が施行され、指定医療機関の皆様におかれましては、

日頃から難病対策の推進に御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

新制度においては、主な変更事項の取り扱いについて別記のとおり御対応いただきま

すようお願いいたします。

なお、指定医療機関における自己負担額徴収等の事務取扱いについて、愛知県健康対

策課ホームページ (URL:http″w、翻スprenalchljp/ooo0079157 htnt)に掲載しており

ますので、事務の参考にしてください。

担 当:健康対策課難病医療給付グループ

電 話 :052-954-6270
FAX:052-954-6917

276.11



27健 対 第 554号

平成 27年 5月 20日

県内難病指定医療機関代表者 様

愛知県健康福祉部保健医療局長

( 公 印 省 略 )

受給者証の適用区分欄が空欄な患者の方の取り扱いについて (通知)

難病対策の推進につきましては、日頃から格別の御協力をいただき厚く御礼申し上げ

ます。

難病の患者に対する医療等に関する法律 (平成 26年法律第 50号 )に基づく特定医療

に係る医療保険の給付については、通常の高額療養費に準じて、所得区分別の自己負担

限度額が適用されるため、医療受給者証に記載されている医療保険の所得区分 (高額療

養費の所得区分をいい、以下「適用区分」という。)を レセプトの特記事項の欄に記載

することとなっております。なお、所得区分の略号は、「診療報酬請求等の記載要領等

について」(昭和 51年 8月 7日 保険発第 82号)に基づいて記載することとなります。

ただし、平成 27年 12月 31日 までは、都道府県が保険者に対して行う照会等の結果

を待たずに受給者証における適用区分の記載欄 (以下「適用区分欄」という。)を空欄

とすることも認めていることから、適用区分欄が空欄の患者に係る食事 (生活)療養に

ついては、下記のとおりの取扱いとしますので、実施について御配慮願います。また、

病床のない医療機関にあっては御承知おきください。

記

1 難病の患者の方が入院療養を受けた場合において、限度額適用・標準負担額減額認

定証等 を持っていて、その認定証に基づき、適用区分について「オ」、「 I」 又は「Ⅱ」

であることが確認できる場合には、軽減された食事 (生活)療養標準負担額を患者の

方に負担 していただく取扱いとすること。

2都道府県において適用区分を記載 した医療受給者証への差 し替えを順次行っていま

すので、その場合には記載された適用区分を参照すること。

健康対策課難病医療給付グループ

052-954-6270
当

話
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○ 食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額

× 「オ」:70歳未満の住民税非課税者

「 I」 :世帯全員が住民税非課税者かつ一定所得以下 (年金収入 80万円以下など)である高齢受給者

(70歳以上の者)

「Ⅱ」:住民税非課税である「低所得者 1」 以外の高齢受給者 (70歳以上の者)

○ 特定医療に係る負担上限月額

X『高篠かつ■期Jと は、月ごとの医療費総額が 5万 円を超える月が年間 6口以上ある者 (例えば医療保険の2●負担の場合

医療費の自己負担が 1万円を超える月が年間6口以上).

一般病床、精神病床に入院する者

又は療養病床に入院する 65歳未満の者

の食事療養標準負担額

療養病床に入院する 65歳以上の者

の生活療養標準負担額

(居住費は 0円 )

一般所得 一食 260円 一般所得 一食 260円

適用区分

「オ」又は「Ⅱ」

一食 210円
※過去 1年の入院期間

が 90日 超で、一食

160円

適用区分

「オ」又は「Ⅱ」

一食 210円
※過去 1年の入院期間

が 90日 超で、一食

160円

適用区分

「 I」

一食 100円 適用区分

「 I」

一食 100円
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平成 27年 6月

平成27年 1月から「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行されたこ

とに伴い、これまで愛知県が単独で医療費助成を行つてきた血清肝炎及び肝硬変に

ついても、平成27年 10月 1日から、医療給付事業の内容を変更することとなり

ました。

【主な変更点】

1 自E負担■合のヨI下げ

自己負担■會を現行の3日から2■に引下げま九

2 自己負担眠鷹月額の変更

自己彙組上限月領を以下のとおり壼
=し

ます。

階■区分の決定について、これまで生計中心書の所得税額にこづいていた

ものを。世椰の市町村■040に薔づくこととします。

入餞時の日準的な食事凛姜及び生活饉姜に輌る彙鐘について、患書彙担と

します。

自己彙担上限月額について、これまで日療機関単位で適用していたものを.

業局凛び鮨間薔饉ステ…ションも含め、受参したすべての賑療機関薔の彙

担額を合算じて適用することとします。

3 所得留瞑の設定

世薔の市口村民O14税領が 7万 1千円以上の覇規患書については.■凛

費助膚の対象外となります。

階 層 区 分
自己負担
卜腱 日 嬌

A 市町村民税非課税 0円

B 前年所得税非課税 4500円
C 年所得税 5000円 以下 6000円
D 年 所得 税 5001～ 15000円 8500円
E 年 所得税 15001～ 40000円 11000円
F 前 年 所 得 秘 0001～ 70000円 18700円
G 前年 所得 B170001円 以上 23100円

■ 症 0円
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別記

1 自己負担上限額管理票の記載について

新制度においては、同一月に受療した指定医療機関での自己負担額を合算して自己負

担上限額を適用するため、自己負担上限額管理票による自己負担上限額の管理が必要と

なっております。

受給者が自己負担上限額以上に窓口で負担することがないようにすることが主な目的

ですが、一方で新制度における「高額かつ長期」特例申請 (※)の添付書類として自己

負担上限額管理票を使用することが想定されています。

したがって、今後、従来の特定疾患医療給付制度から移行された、経過措置対象者の

受給者の方でも、同制度を利用することもあり得ることから、自己負担上限額に達した

後の特定医療費についても、上記経過措置対象者及び、1月 1日以降の受給資格を得た

患者の方の、いずれについても自己負担上限額管理票の「医療費総額Jの欄を引き続き

記入するようにしてください。

なお、自己負担上限額に達した後の管理票記入に対する文書料の徴取については、制

度の趣旨を御理解いただき、御配慮いただきますようお願いいたします。

(※ )「高額かつ長期」特例とは

新たに 1月 1日 以降、受給資格を得られた方で、指定難病の治療に係る医療費総額が

50,000円 を超える月が年間 6回以上ある場合は、自己負担上限額が軽減される特例措置

です (認定された階層によっては軽減されない場合もあります。)。

2 福祉医療制度 との併用 について

新制度では市町村で設けられている障害者医療等の福祉医療制度との併用が可能です。

特定医療費受給者証と他の公費併用が可能な福祉医療受給者証の両方を所持している

受給者については、特定医療費について特定医療費受給者証を適用の上、その際に発生

する自己負担額について福祉医療を適用いただきますようお願いいたします。

また、福祉医療併用時の自己負担上限額管理票の記載につきましては、福祉医療適用

前の自己負担額を「自己負担額」欄に記入してください。

なお、福祉医療制度について詳しくは実施主体の市町村にお問い合わせください。

3 受綸者証の指定医療機関の記載について

新制度においては、原則として受給者証に記載されている指定医療機関でのみ受給者

証を使用できることとされております。

しかしながら、制度移行の過渡期であり、各都道府県における指定医療機関の指定事

務の進捗状況も踏まえ、平成 27年 9月 30日 までは指定医療機関でさえあれば、どこ

でも受給者証を使用できるという特例措置が講じられました。

現在交付 している受給者証には、受給者から申請のあった指定医療機関名の他、「その



他指定医療機関」と記載しておりますので、受給者証に医療機関名が記載されていない

場合であっても、記載がないことをもって診療等を拒否することのないよう御注意いた

だきますようお願いいたします。

なお、平成 27年 10月 以降につきましては、上記特例は廃止される予定となってお

りますので、御注意ください。

4 受給者証の適用区分欄 について

受給者証には医療保険の高額療養費制度の所得区分を記載することとされており、受

給者証の「適用区分」欄に当該区分を記載しているところです。

しかしながら、本制度の施行と同時に高額療養費制度が改正されたため、所得区分の

確認に時間を要する状況となっていたことから、国からの指示により受給者証の交付を

優先するため、一部受給者証について「適用区分J欄が空欄のまま交付されているもの

があります。

その後、順次空欄を埋めたものと差し替えを行い、愛知県では平成 27年 5月 31日 現

在で、ほとんどの方の「適用区分」欄は埋まっております。しかし、いまだ「適用区分」

欄が空欄の受給者証の提示があった場合には、高額療養費制度の算定基準額について以

下のとおり取 り扱っていただくようお願いいたします。

0    70歳 未満の者 80,llltl円 +(医療費‐267,∞0円 )Xl%
0    70歳 以上の者 (入院療養) 44,000円
0    70歳 以上の者 (外来療養) 12,000円

なお、 70歳以上の現役並み所得者 (高齢受給者証又は後期高齢者医療受給者に負担

割合「3割」の記載がある者)及び医療機関に限度額適用認定証又は限度額適用・標準

負担額減額認定証を受給者証と併せて提出した患者については、受給者証の適用区分欄

が空欄であっても、当該限度額認定証等に記載されている所得区分を適用してください。

5 対象疾病 について

平成 27年 7月 1日 から指定難病に係る特定医療費助成制度の対象疾病が 306疾 病

に拡大されることとなりました。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください

(URL:http//wMn7mhlWgojp/8″ ge13a■untt8ultaullyalkenkou wou7kenkou/nanbyoulndex html)。

また、病院・診療所の難病指定医等の方については、臨床調査個人票の作成にあたり

同ホームベージ内で公表されている「概要、診断基準等」を参照していただきますよう

お願いするとともに、患者の方で臨床調査個人票をお持ちでない場合も同ホームページ

内に様式力
'公

表されておりますので御利用いただくようお願いいたします。

なお、新たに追加された 196疾病につきましては 6月 1日 から愛知県内各保健所に

おいて申請を受け付けておりますので御承知おきください。


